
 

 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成19年５月18日 

岩手県人事委員会       

委員長 及 川 卓 美  

岩手県人事委員会規則第24号 

   初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則 

 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（昭和 45 年岩手県人事委員会規則第 12 号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （経験年数を有する者の号給） 

第 14 条 新たに職員となった次の各号に掲げる者（職務の級を

第 10 条第１項第１号に掲げる職務の級に決定された者を除

く。）のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、

第 11 条第１項の規定による号給（前条第１項の規定の適用を

受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項にお

いて「基準号給」という。）の号数に、当該経験年数の月数を

12 月（その者の経験年数のうち５年を超える経験年数（第３号

又は第５号に掲げる者で必要経験年数が５年以上の年数とさ

れている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定

める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認め

られる職務であって人事委員会の定めるものに従事した期間

のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮

して各任命権者が相当と認める年数を除く。）の月数にあって

は、18 月）で除した数（１未満の端数があるときは、これを切

り捨てた数）に４（新たに職員となった者が第 35 条第１項に

規定する特定職員であるときは、３）を乗じて得た数を加えて

得た数を号数とする号給（人事委員会の定める者にあっては、

当該号給の数に３を超えない範囲内で人事委員会の定める数

を加えて得た数を号数とする号給）とすることができる。 

 (１)～(５) ［略］ 

２・３ ［略］ 

 （経験年数を有する者の号給） 

第 14 条 新たに職員となった次の各号に掲げる者（職務の級を

第 10 条第１項第１号に掲げる職務の級に決定された者を除

く。）のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、

第 11 条第１項の規定による号給（前条第１項の規定の適用を

受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項にお

いて「基準号給」という。）の号数に、当該経験年数の月数を

12 月（その者の経験年数のうち５年を超える経験年数（第３号

又は第５号に掲げる者で必要経験年数が５年以上の年数とさ

れている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定

める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認め

られる職務であって人事委員会の定めるものに従事した期間

のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮

して各任命権者が相当と認める年数を除く。）の月数にあって

は、18 月）で除した数（１未満の端数があるときは、これを切

り捨てた数）に別表第７の２に定める昇給号給数表のＣ欄の上

段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とす

る号給（人事委員会の定める者にあっては、当該号給の数に３

を超えない範囲内で人事委員会の定める数を加えて得た数を

号数とする号給）とすることができる。 

 (１)～(５) ［略］ 

２・３ ［略］ 

 （勤務成績の証明） 

第 33 条 給与条例第６条第５項又は給与等条例第７条第５項の

規定による昇給（第 38 条又は第 39 条に定めるところにより行

うものを除く。第 35 条及び第 36 条において同じ。）は、当該

職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位

にある者の証明を得て行わなければならない。この場合におい

て、当該証明が得られない職員は、昇給しない。 

 （勤務成績の証明） 

第 33 条 給与条例第６条第５項又は給与等条例第７条第５項の

規定による昇給（第 38 条又は第 39 条に定めるところにより行

うものを除く。第 35 条において同じ。）は、当該職員の勤務成

績について、その者の職務について監督する地位にある者の証

明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明

が得られない職員は、昇給しない。 

 （特定職員の昇給区分及び昇給の号給数） 

第 35 条 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が６

級以上であるもの又は前条各号に掲げる職員（以下この条及び

 （昇給区分及び昇給の号給数） 

第 35 条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分（以下

「昇給区分」という。）は、第 33 条に規定する勤務成績の証明



 

次条において「特定職員」という。）を給与条例第６条第５項

又は給与等条例第７条第５項の規定による昇給をさせる場合

の号給数は、当該特定職員の勤務成績に応じて決定される昇給

の区分（以下「昇給区分」という。）に応じて別表第７の２に

定める特定職員昇給号給数表に定める号給数とする。この場合

において、昇給区分をＥに決定された特定職員は、昇給しない。

に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当す

るかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとす

る。この場合において、第４号又は第５号に掲げる職員に該当

するか否かの判断は、人事委員会の定めるところにより行うも

のとする。 

 (１) 勤務成績が極めて良好である職員 Ａ 

 (２) 勤務成績が特に良好である職員 Ｂ 

 (３) 勤務成績が良好である職員 Ｃ 

 (４) 勤務成績がやや良好でない職員 Ｄ 

 (５) 勤務成績が良好でない職員 Ｅ 

２ 特定職員の昇給区分は、第 33 条に規定する勤務成績の証明

に基づき、当該特定職員が次の各号に掲げる特定職員のいずれ

に該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するも

のとする。この場合において、第４号又は第５号に掲げる特定

職員に該当するか否かの判断は、人事委員会の定めるところに

より行うものとする。 

 (１) 勤務成績が極めて良好である特定職員 Ａ 

 (２) 勤務成績が特に良好である特定職員 Ｂ 

 (３) 勤務成績が良好である特定職員 Ｃ 

 (４) 勤務成績がやや良好でない特定職員 Ｄ 

 (５) 勤務成績が良好でない特定職員 Ｅ 

 

３ 次の各号に掲げる特定職員の昇給区分は、前項の規定にかか

わらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。 

 (１) 人事委員会の定める事由以外の事由によって昇給日前

１年間（当該期間の中途において新たに職員となった特定職

員にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日まで

の期間。次号において「基準期間」という。）の６分の１に

相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員

（前項第５号に該当する特定職員及び次号に掲げる特定職

員を除く。） Ｄ 

 (２) 人事委員会の定める事由以外の事由によって基準期間

の２分の１に相当する期間の日数以上の日数を勤務してい

ない特定職員 Ｅ 

２ 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわら

ず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。 

 (１) 人事委員会の定める事由以外の事由によって昇給日前

１年間（当該期間の中途において新たに職員となった者にあ

っては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期

間。次号において「基準期間」という。）の６分の１に相当

する期間の日数以上の日数を勤務していない職員（前項第５

号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除

く。） Ｄ 

 (２) 人事委員会の定める事由以外の事由によって基準期間

の２分の１に相当する期間の日数以上の日数を勤務してい

ない職員 Ｅ 

４ 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇

給区分がＤ又はＥとなる特定職員について、その者の勤務成績

を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著

しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわら

ず、当該昇給区分より上位の昇給区分（Ａ及びＢの昇給区分を

除く。）に決定することができる。 

３ 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員につ

いて、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区

分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、

同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分

（Ａ及びＢの昇給区分を除く。）に決定することができる。 



 

５ 各任命権者において、前３項の規定により昇給区分を決定す

る特定職員の総数に占めるＡ又はＢの昇給区分に決定する特

定職員の数の割合は、人事委員会の定める割合に概ね合致して

いなければならない。 

４ 各任命権者において、前３項の規定により昇給区分を決定す

る職員の総数に占めるＡ又はＢの昇給区分に決定する職員の

数の割合は、人事委員会の定める割合におおむね合致していな

ければならない。 

 

 

 

５ 給与条例第６条第５項又は給与等条例第７条第５項の規定

による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第７の２に定め

る昇給号給数表に定める号給数とする。 

６ 前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後

に第 22 条第３項、第 25 条第２項（第 27 条において準用する

場合を含む。）若しくは第 42 条の規定により号給を決定された

特定職員の昇給の号給数は、第１項の規定にかかわらず、同項

の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員とな

った日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間

の月数（１月未満の端数があるときは、これを１月とする。）

を 12 月で除した数を乗じて得た数（１未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた数）に相当する号給数（人事委員会の定

める特定職員にあっては、人事委員会の定める号給数）とする。

この場合において、この項の規定による号給数が零となる特定

職員は、昇給しない。 

６ 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第 22

条第３項、第 25 条第２項（第 27 条において準用する場合を含

む。）若しくは第 42 条の規定により号給を決定された者の昇給

の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給

数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を

決定された日から昇給日の前日までの期間の月数（１月未満の

端数があるときは、これを１月とする。）を 12 月で除した数を

乗じて得た数（１未満の端数があるときは、これを切り捨てた

数）に相当する号給数（人事委員会の定める職員にあっては、

第１項から前項までの規定を適用したものとした場合に得ら

れる号給数を超えない範囲内で人事委員会の定める号給数）と

する。 

 ７ 前２項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

７ 第１項又は前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその

者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前

日にその者が受けていた号給（当該昇給日において職務の級を

異にする異動又は第 24 条に規定する異動をした特定職員にあ

っては、当該異動後の号給）の号数を減じて得た数に相当する

号給数を超えることとなる特定職員の昇給の号給数は、第１項

及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。 

８ 第５項又は第６項の規定による昇給の号給数が、昇給日にそ

の者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の

前日にその者が受けていた号給（当該昇給日において職務の級

を異にする異動又は第 24 条に規定する異動をした職員にあっ

ては、当該異動後の号給）の号数を減じて得た数に相当する号

給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第５項及び第

６項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。 

８ 一の昇給日において第２項の規定により昇給区分をＡ又は

Ｂに決定する特定職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者の

特定職員の人数、第５項の人事委員会の定める割合等を考慮し

て各任命権者ごとに人事委員会の定める号給数を超えてはな

らない。 

９ 一の昇給日において第１項の規定により昇給区分をＡ又は

Ｂに決定する職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者の職員

の人数、第４項の人事委員会の定める割合等を考慮して各任命

権者ごとに人事委員会の定める号給数を超えてはならない。 

 （特定職員以外の職員の昇給の号給数） 

第 36 条 特定職員以外の職員を給与条例第６条第５項又は給与

等条例第７条第５項の規定による昇給をさせる場合の昇給の

号給数の基準については、当分の間、別に定める。 

 

第 36 条 削除 

別表第７の２ 特定職員昇給号給数表（第 35 条関係） 別表第７の２ 昇給号給数表（第 35 条関係） 
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 備考 ［略］  備考 ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則（平成 18 年岩手県人事委員会規則第 27 号）の一部を次のように

改正する。 

改正前 改正後 

   附 則 

１～４ ［略］ 

 （初任給に関する経過措置） 

５ 平成 19 年４月１日以後に新たに職員となり、その者の号給

の決定について改正後の規則第13条から第15条までの規定の

適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日（以

下この項において「採用日」という。）から、これらの規定に

よる号給（以下この項において「特定号給」という。）の号数

から改正後の規則第 11 条第１項の規定による号給（改正後の

規則第 13 条第１項の規定により初任給基準表の初任給欄の号

給とすることができることとされている号給を除く。）の号数

を減じた数を４（新たに職員となった者が改正後の規則第 35

条第１項に規定する特定職員であるときは、３）で除して得た

   附 則 

１～４ ［略］ 

 （初任給に関する経過措置） 

５ 平成 19 年４月１日以後に新たに職員となり、その者の号給

の決定について改正後の規則第13条から第15条までの規定の

適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日（以

下この項において「採用日」という。）から、これらの規定に

よる号給（以下この項において「特定号給」という。）の号数

から改正後の規則第 11 条第１項の規定による号給（改正後の

規則第 13 条第１項の規定により初任給基準表の初任給欄の号

給とすることができることとされている号給を除く。）の号数

を減じた数を４（新たに職員となった者が特定職員（行政職給

料表の適用を受ける職員でその職務の級が６級以上であるも 



 

数の年数（１未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。

以下この項において「調整年数」という。）をさかのぼった日

が平成 21 年４月１日前となるものの採用日における号給は、

改正後の規則第 13 条から第 15 条までの規定にかかわらず、採

用日から調整年数をさかのぼった日（平成 21 年４月１日以後

に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼっ

た日が同日の属する年の４月１日以前である場合にあっては、

同年４月１日（改正後の規則第 35 条第１項に規定する特定職

員にあっては、採用日から調整年数をさかのぼった日が同年 11

月１日以後である場合にあっては、同年の翌年の４月１日））

の翌日から採用日までの間における改正後の規則第 32 条に規

定する昇給日（平成 19 年４月１日から平成 21 年４月１日まで

の間におけるものに限る。）の数に相当する号数を特定号給の

号数から減じて得た号数の号給とする。 

 （平成 21 年４月１日までの間における特定職員の昇給の号給

数の特例） 

６ 平成21年４月１日までの間における改正後の規則第35条第

１項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とある

のは「定める号給数に相当する数から１を減じて得た数に相当

する号給数」と、「Ｅ」とあるのは「Ｅ（給与条例第６条第７

項又は給与等条例第７条第７項の規定の適用を受ける特定職

員にあっては、Ｄ又はＥ）」とする。 

７～15 ［略］ 

の及び改正後の規則第 34 条各号に掲げる職員をいう。以下同

じ。）であるときは、３）で除して得た数の年数（１未満の端

数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調

整年数」という。）をさかのぼった日が平成 21 年４月１日前と

なるものの採用日における号給は、改正後の規則第 13 条から

第 15 条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさか

のぼった日（平成 21 年４月１日以後に新たに職員となった者

で採用日から調整年数をさかのぼった日が２月１日から３月

31 日まで（特定職員にあっては、１月１日から３月 31 日まで）

の間である場合にあっては、同年４月１日）の翌日から採用日

までの間における改正後の規則第 32 条に規定する昇給日（平

成19年４月１日から平成21年４月１日までの間におけるもの

に限る。）の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得

た号数の号給とする。 

 （平成 21 年４月１日までの間における昇給の号給数の特例）

 

６ 平成21年４月１日までの間における改正後の規則第35条第

５項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とある

のは「定める号給数に相当する数から１を減じて得た数に相当

する号給数（当該号給数が負となるときは、零）」とする。 

 

 

７～15 ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 
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